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平成２７年度税制改正・予算に関する要望項目（案） 

 

●税制改正関連要望項目 

１．自動車関係諸税の簡素化・軽減の実現 

（１）一般財源化により課税根拠を失った軽油引取税について旧暫定税率

の廃止、少なくとも燃料価格高騰時における旧暫定税率の課税停止措

置の発動 

（２）自動車税における営自格差見直し反対 

（３）自動車取得税廃止の代替となる新たな税負担反対 

（４）自動車重量税の道路特定財源化 

２．法人実効税率引下げに伴う代替財源に係る中小企業への負担増大反対 

３．トラック協会が運営する地域防災・災害対策関連施設等について固定資産

税の軽減措置の適用 

４．税制上における中小企業の範囲を資本金３億円まで拡大 

５．優遇措置の延長及び拡充 

（１）ＡＳＶ（先進安全自動車）技術を搭載したトラックに対する自動車

重量税・自動車取得税の特例措置の延長及び拡充 

（２）自動車重量税・自動車取得税のエコカー減税の延長及び拡充 

（３）低公害車の燃料等供給設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置

の延長及び拡充 

（４）協同組合等における貸倒引当金の特例措置の延長及び拡充 
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●予算関連要望項目 

１．高速道路料金の更なる引下げ 

（１）大口・多頻度割引の継続 

（２）長距離事業者が利用しやすい深夜割引の拡充 

（３）営業車特別割引の創設 

（４）コーポレートカード利用の平日朝夕割引における大口・多頻度割引への 

適用 

（５）本四高速における割引制度の拡充 

２．燃料価格高騰に対する補助制度の創設 

３．北海道～本州間のフェリー等利用に対する補助・助成の創設 

４．環境問題・省エネ対策のための補助・助成 

（１）天然ガストラックの普及に係る補助の継続・拡充及び創設 

①天然ガス供給施設・設備設置に対する補助・助成の創設 

②天然ガストラックに対する補助の継続及び拡充 

③大型天然ガストラック輸送モデル事業に対する補助の継続及び 

拡充 

（２）先進環境対応型ディーゼルトラックへの代替補助の継続及び拡充 

（３）ＥＭＳ（エコドライブ管理システム）機器等省エネ運転に資する装

置に対する補助の継続及び拡充 

（４）軽油インタンク新設・改修に対する補助・助成の創設 

５．交通安全対策のための補助・助成 

（１）ＡＳＶ（先進安全自動車）関連機器の導入に対する補助の継続及び 

   拡充 

（２）運行記録計、ドライブレコーダ等運行管理支援機器の導入に対する

補助の継続及び拡充 

（３）初任運転者等運転者教育の充実に対する補助・助成の創設 
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税制改正関連要望事項 
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（１）一般財源化により課税根拠を失った軽油引取税について旧暫定税率の廃止、少な

くとも燃料価格高騰時における旧暫定税率の課税停止措置の発動 

・軽油引取税は、一般財源化により、道路整備目的という課税根拠が失われている

が、本来国民が公平に負担すべきであるにもかかわらず、「当分の間税率」と名前

を変えて自動車ユーザーだけが負担を強いられており、また、農業用、船舶用等が

課税免除であることから、「税負担の公平」の原則に著しく反している。 

・軽油価格は昨今の急激な円安や産油国周辺の政情不安等による原油価格高騰の影

響により高止まりしており、燃料費負担の重い運送業は事業存廃の危機に直面して

いる。 

・このため、軽油引取税の旧暫定税率を廃止、または、少なくとも燃料価格高騰時

における旧暫定税率の課税停止措置を発動されたい。 

 

（２）自動車税における営自格差見直し反対 

・自動車税における営自格差は、営業用トラックが自家用に比して約１０倍もの 

高い輸送効率をあげており、経済面のみならず、安全・環境面からも非常に優れて

いることから設けられているものである。営業用トラックは、東日本大震災発生時

にも緊急物資輸送の役割を大いに発揮したところである。 

・このような中、営自格差の見直しが検討されるということは、安全・環境の観  

点から政策的に逆行するばかりでなく、国民生活のライフラインを損ないかねない

ものであり、断固反対である。 

 

（３）自動車取得税廃止の代替となる新たな税負担反対 

・トラック運送事業は、厳しい経営状況の中、過重な自動車関係諸税を負担して  

おり、これ以上の新たな税負担には全く耐えられる状況にない。 

・平成２６年度税制改正大綱において、「自動車取得税は、消費税率１０％への引

上げ時（平成２７年１０月予定）に廃止する。そのための法制上の措置は、消費税

率１０％段階における他の車体課税に係る措置と併せて講ずる」とされており、 一

般財源である自動車取得税の廃止に伴う代替財源については、国民負担の公平を基

本に原点から議論すべきであり、自動車を中心に検討することには、断固反対であ

る。 

 

 

１．自動車関係諸税の簡素化・軽減の実現 



 

5 
 

（４）自動車重量税の道路特定財源化 

・平成２６年度税制改正大綱において、「自動車重量税については、道路等の維持

管理・更新や防災・減災等の推進に多額の財源が必要となる中で、その原因者負担

・受益者負担としての性格を踏まえる」とされたが、自動車重量税については道路

特定財源としての位置づけを明確にされたい。 

 

 

 

・政府が閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）」において、

法人実効税率を数年間で２０％台に引き下げることが明記された。一方、その代替

財源として、法人事業税における外形標準課税の中小企業への適用拡大等が検討さ

れている。 

・トラック運送業界は９９％が中小企業であり、その多くが赤字経営を行っている

中、中小企業への負担増大を強いる税制改正は、国民生活を支えるトラック運送業

界の存廃に関わるものであり、断固反対である。 

 

 

 

 

災害に対する備えとして国、地方自治体のみならず、トラック協会が運営する

防災・災害対策関連施設の整備促進が急務である。ついては、トラック協会が運

営する防災・災害対策関連施設、設備について固定資産税の大幅な軽減を図られ

たい。 

 

 

 

 

税制の優遇措置を受ける中小企業の範囲は資本金１億円以下であるが、中小企

業基本法において、トラック運送事業の場合、資本金３億円以下の事業者が対象

とされていることから、同法と同様に税制の優遇措置を受ける中小企業の範囲を

３億円以下まで拡大されたい。 

 

 

 

２．法人実効税率引下げに伴う代替財源に係る中小企業への負担増大反対 

３．トラック協会が運営する地域防災・災害対策関連施設等について 

  固定資産税の軽減措置の適用 

４．税制上における中小企業の範囲を資本金３億円まで拡大 
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（１）ＡＳＶ（先進安全自動車）技術を搭載したトラックに対する自動車重量税・自動

車取得税の特例措置の延長及び拡充 

・車両総重量８トン超で衝突被害軽減ブレーキを搭載したトラックについては、 

自動車重量税が５０％軽減され、自動車取得税が取得価額から３５０万円控除され

る特例措置がある。（自動車重量税は平成２７年４月３０日まで、自動車取得税は

平成２７年３月３１日まで） 

・さらなるトラックの安全対策推進のため、ＡＳＶ（先進安全自動車）技術を搭載

したトラックに対する自動車重量税及び自動車取得税の特例措置を延長及び拡充

されたい。 

 

 （２）自動車重量税・自動車取得税のエコカー減税の延長及び拡充 

エコカー減税は、環境性能の高いトラックについて、その性能に応じて、自動車

重量税及び自動車取得税が免税・非課税あるいは軽減される措置であるが、自動車

重量税は平成２７年４月３０日、自動車取得税は平成２７年３月３１日で適用期限

を迎えることから、今後も環境性能の高いトラックの導入を推進するため、エコカ

ー減税を延長及び拡充されたい。 

 

（３）低公害車の燃料等供給設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の延長及び拡

充 

天然ガストラック等低公害車の燃料等供給設備に係る固定資産税につい  

ては、課税標準の特例措置により、最初の３年間３分の２とされているが、平

成２７年３月３１日で適用期限を迎えることから、地球温暖化対策及び大気汚

染対策を推進するため、本特例措置を延長及び拡充されたい。 

 

（４）協同組合等における貸倒引当金の特例措置の延長及び拡充 

    貸倒引当金を損金算入する際の繰入限度額については、協同組合等において、

割増率を１２％とする特例措置が設けられているが、平成２７年３月３１日で

適用期限を迎えることから、本特例措置を延長及び拡充されたい。 

 

  

５．優遇措置の延長及び拡充 
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予 算 関 連 要 望 事 項 
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 トラック業界にとって、高速道路の利用は、輸送時間の短縮及び定時性の確保、ドラ

イバーの拘束時間等労務負担の軽減、一般道における交通事故の削減や環境改善に大き

な効果をもたらすことから、今後も積極的に利用の促進を図りたい。そのため、 

 

（１）大口・多頻度割引の継続 

大口・多頻度割引は、平成２６年度に限り最大割引率が５０％に拡大されたが、

燃料価格高騰に苦しむトラック業界の負担を軽減するため、その割引率を継続された

い。 

（２）長距離事業者が利用しやすい深夜割引の拡充 

深夜割引が３割に縮小されたことから、交通量に余裕のある時間帯にトラックの

利用が減少している。高速道路の利用を促進するため、割引率を５割に拡大するとと

もに、適用時間帯を拡大されたい。 

（３）営業車特別割引の創設 

国民生活と経済のライフラインである営業車の役割を認め、これに対する特別 

な割引制度を創設されたい。 

（４）コーポレートカード利用の平日朝夕割引における大口・多頻度割引への適用 

マイレージカード利用の平日朝夕割引については、マイレージ割引の対象額と 

なっていることから、コーポレートカード利用の平日朝夕割引についても大口・多

頻度割引の割引対象とされたい。 

（５）本四高速における割引制度の拡充 

本四高速における大口・多頻度割引について、ＮＥＸＣＯと同様に最大割引率  

を５０％に拡大されたい。また、平日朝夕割引についてもＮＥＸＣＯと同様に、中

型車以上も対象とされたい。 

 

以上の割引制度を実現するための財源確保の考え方としては、①国費の投入、②自動

車重量税による財源確保、③償還期間の延長・借入金利との金利差の活用、④高速道路

用地費を国保有とすることによる債務削減等により充当されたい。 

 

 

 

 

１．高速道路料金の更なる引下げ 
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・軽油価格は昨今の急激な円安や産油国周辺の政情不安等による原油価格高騰の

影響により高止まりしており、燃料費負担の重い運送業は事業存廃の危機に直面

している。このままでは、国民のライフラインとしての安定的な輸送サービスの

提供が確保できない状況を招きかねない。 

・ついては、燃料価格高騰に対してトラック運送事業者が活用しやすい補助制度を創

設されたい。 

 

 

 

・北海道から本州へ向けての貨物輸送は、フェリー等を利用して行わざるを得ない。

しかし、昨今の燃料価格高騰によりフェリー料金に導入されている燃料価格調整金が

荷主に転嫁できず、これを負担せざるを得ないため、経営環境の悪化を招いている。 

・そのうえ、北海道のトラック運送事業者は、本州の事業者に比べ、高速道路料金の

各種割引等による恩恵を受けることができない。 

・ついては、北海道のトラック運送事業者がフェリー等を利用する際、高速道路料金

の引下げに相当する補助・助成を創設されたい。 

 

 

 

（１） 天然ガストラックの普及に係る補助の継続・拡充及び創設 

①天然ガス供給施設・設備設置に対する補助・助成の創設 

天然ガスを供給するスタンドは平成２０年度の３４４か所をピークに減少傾向

にあり、今後の天然ガストラックの普及の大きな妨げになっている。さらに、平

成２４年度から政府はクリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金制度を

廃止したことから、費用負担の大きい天然ガススタンドへの投資を行う事業者が

減少している。天然ガススタンドがほとんどない地域もあり、天然ガストラック

の安定的な利用と更なる普及拡大に不可欠な、天然ガス供給設備設置及びスタン

ド運営費に対する補助・助成を創設されたい。 

②天然ガストラックに対する補助の継続及び拡充 

トラックなど中・重量車における石油代替燃料として唯一期待されている

天然ガスを燃料とするトラックの導入を促進するため、低公害車普及促進対

策費補助金について継続及び拡充されたい。 

３．北海道～本州間のフェリー等利用に対する補助・助成の創設 

２．燃料価格高騰に対する補助制度の創設 

４．環境問題・省エネ対策のための補助・助成 
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    ③大型天然ガストラック輸送モデル事業に対する補助の継続及び拡充 

中・長距離貨物輸送の低炭素化には、圧縮天然ガス（ＣＮＧ）や液化天然ガ   

ス（ＬＮＧ）を燃料とする大型天然ガストラックを用いた輸送システムの確立が

必須であるため、荷主・トラック運送事業者・ガス事業者が連携して、大型天然

ガストラック及び大型車両用天然ガススタンドを一体的に導入する「大型天然ガ

ストラック輸送モデル事業」に対する補助について継続及び拡充されたい。 

 

（２）先進環境対応型ディーゼルトラックへの代替補助の継続及び拡充 

・トラック輸送の省エネルギーを推進し、低炭素化に対応するため、環境性能に  

優れたディーゼル車両の代替導入費用に対する補助について継続及び拡充された

い。 

・特に、新短期排出ガス規制及び新長期排出ガス規制による旧式のＤＰＦ（黒  

煙除去フィルタ）搭載トラックは、フィルタに煤が溜まりやすいことが問題とな

っており、エコドライブでエンジンを低回転で抑えることが排気ガスの燃焼温度

の低下に繋がり、より多くの煤が溜まる要因になるとの指摘がある。そこで、エ

コドライブを推進し、燃料消費量を削減するために、旧式のＤＰＦ搭載トラック

を最新のトラックに代替するための補助・助成を創設されたい。 

 

（３）ＥＭＳ（エコドライブ管理システム）機器等省エネ運転に資する装置に対する補

助の継続及び拡充 

省エネ運転支援機能を備えたデジタル式運行記録計やドライブレコーダ等は、

トラック運送事業者のエコドライブ推進に非常に有効である。これらのＥＭＳ（エ

コドライブ管理システム）機器等省エネ運転に資する装置は、トラックの実燃費

改善に大きく寄与するとともに、運行記録計の装着義務付け範囲拡大等を踏まえ

た安全規制への適切な対応を図る必要があることから、今後も同事業に対する補

助について継続及び拡充されたい。 

 

（４）軽油インタンク新設・改修に対する補助・助成の創設 

・原油価格高騰、円安に伴い軽油価格の上昇が著しい状況にある中、低廉かつ  

安定的な給油が可能となる軽油インタンク新設に対する補助・助成等制度的支援

措置を創設されたい。 

・消防法改正により、経年がおおむね４０年以上の軽油インタンクについては 

腐食を防止するための改修が義務付けられたところであるが、改修費用が膨大で

あるため、施設の維持が困難となる事業者の増加が見込まれることから、インタ

ンク改修に対する補助・助成を創設されたい。 
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（１） ＡＳＶ（先進安全自動車）関連機器の導入に対する補助の継続及び拡充 

国土交通省が推進する「事業用自動車総合安全プラン２００９」の人身事故件数

及び死者数の目標値を達成するためには、衝突被害軽減ブレーキをはじめとしたＡ

ＳＶ（先進安全自動車）関連機器の普及・拡大は不可欠であり、これらＡＳＶ関連

機器の導入に対する補助について継続及び拡充されたい。 

 

（２） 運行記録計、ドライブレコーダ等運行管理支援機器の導入に対する補助の継続 

及び拡充 

運行記録計やドライブレコーダは、トラック事業者における効率的な運行管理を

支援するとともに、事故防止対策としても非常に有効であるため、これらの運行管理

支援機器の導入に対する補助について継続及び拡充されたい。 

 

（３） 初任運転者等運転者教育の充実に対する補助・助成の創設 

トラック事業者における新規採用運転者等への教育実習は、事故防止等の観点か

ら極めて重要であり、法令で定める初任運転者に対する指導をさらに充実させるこ

とが望ましい。このため、初任運転者等運転者教育の充実に対する補助・助成を創

設されたい。 

 

 

 

５．交通安全対策のための補助・助成 


